
子ども・若者の提案

さいたま市の未来の

まちの姿を考えよう

提案はスマートフォン・パソコンから

みんなの声を
聴かせて！！！

さいたま市では、小学生（５・６年生）、中学生、高校生の皆さんから提案を大募集！

くわしくは裏面にあります。さいたま市のホームページもチェック

この二次元コードから、
「さいたま市電子申請・届出サービス」を開いてください。

をタップオンライン申請手続き

ページ左部分 に、「子ども・若者の提案」と入力キーワードを入力

手続き一覧の「子ども・若者の提案」をタップ

自分の考えを書いて送信！

受付期間：７月21日（火）から９月１日（火）（平日８時30分から17時15分まで）

※土・日曜日、祝日、８/10、8/12から８/14及び８/17は受け付けしていません。

※紙での提出を希望する場合は、裏面問合せ先までご連絡ください。

「子どもの権利」

について考えよう
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？ワクワクする未来のまちって
どんなまちだろう？



さいたま市では、次世代（2050年）を見据え、これからどのようなまちを目指
すのか、未来のまちの姿（ビジョン）を検討しています。市民や事業者のみなさん
と“共有・共感”できるビジョンとしていくため、将来を担うみなさんの自由な発
想やアイデアを募集します。

「子どもの権利」について考えよう

毎日の生活の中で、市の人や先生、おうちの人などの大人に「もっとこうしてく

れたらいいな」と思うことはどんなことですか？ その理由も教えてください。

すべての子どもが権利の主体として、自分らしく安心して暮らすことができるま

ちを作ることを目指して、「（仮称）子どもの権利条例」を作ります！

この条例をつくるために、みなさんが思う「もっとこうしてくれたらいいな」を
教えてください。

■
子どもが幸せにすこやかに成長するために必要なもので、すべての子どもが生まれながらに

持っている権利です。
子どもたちの持つさまざまな権利は、「子どもの権利条約」という条約で国際的に守るべきも

のとして定められています。日本では、1994年にこの条例を守ることを約束しました。

・差別のないこと
・命を守られ、成長できること
・「子どもにとって最もよいこと」を第一に考えること
・子どもの意見が尊重されること

さいたま市の未来のまちの姿を考えよう

もしあなたがさいたま市長だったら、さいたま市をどんなまちにしたいですか？

ワクワクする未来のまちを自由に考えてみてください。その理由も教えてください。

【参考】SAITAMA 

Minecraft AWARD 

さいたま市では、マイ

ンクラフトでまちの未来

をつくる作品コンテスト

等も開催しています。小

中高生が対象ですので、

こちらもぜひご参加くだ

さい。

※左記の二次元コードのページ

にて順次情報をアップします。

注意事項

・テーマ以外の内容は記入しないでください。

・学校名・学級・氏名を必ず記入してください。

・各学校へ提案者の氏名をお知らせします。

【問合せ先】

さいたま市役所市長公室秘書広報部広聴課広聴係

さいたま市浦和区常盤６－４－４

ＴＥＬ ０４８－８２９－１９３１

ＦＡＸ ０４８－８２５－０６６５

ＭＡＩＬ kocho@city.saitama.lg.jp
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